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第１章 概要 

 1.1 実施目的 

    本書は、宇土市学校給食センター調理及び配送等給食業務を委託する受託者を公

募型プロポーザル方式により、公正かつ公平な方法で選定するために、必要な事項

を定めたものである。 

事業者は、本実施要領を踏まえ、提案書及び関連書類を提出するものとする。 

 

1.2 業務の内容 

(1) 業務名 

    宇土市学校給食センター調理及び配送等給食業務委託 

   (2) 業務仕様詳細 

   「宇土市学校給食センター調理及び配送等給食業務委託仕様書」に記載 

  (3) 契約期間 

   令和６年４月１日（月）から令和１１年３月３１日（土）まで 

 

 1.3 業務の予算額（見積限度額） 

   本業務については、見積限度額を４５１，０００千円（消費税及び地方消費税を含

む。）とする。 

 

 1.4 参加要件 

   本プロポーザルへの応募を希望する者は、次に掲げる全ての条件を満たしているこ

と。 

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に該当しない事業

者であること。 

  (2) 本市の競争入札参加資格を有している事業者で、当該業務に対応する業務種別及

び品目に登録をしていること。 

  (3) 宇土市工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領の規定による指名停止

措置を受けていないこと。 

  (4) 宇土市学校給食センターとの連絡調整が速やかに行えること。 

  (5) ３年以内に、学校給食調理業務の受託実績もしくは大量調理施設（同一メニュー

を１回３００食以上または１日７５０食以上提供する調理施設）の調理実績を有し

ていること。 

  (6) 国税及び地方税を滞納していない事業者であること。 

  (7) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）に基づき手続き開始の申立てがなされている事業者（手続き決定後、資

格の再認定を受けた事業者を除く。）でないこと。 
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(8) 過去３年以内に、食品衛生法の営業禁停止の処分を受けていないこと。 

  (9)  熊本県内に本社を有すること。 

 

 1.5 プロポーザル実施スケジュール 

   本プロポーザルにおける手続き等の実施スケジュールを以下に示す。なお、下記ス

ケジュールは予定であり変更する場合があるので、その場合は事前に連絡を行う。 

項目 期日・期間等 

公告日 令和５年７月１０日（月） 

質問書提出期限 令和５年７月２５日（火）午後５時まで 
質問書に対する回答期限 令和５年７月３１日（月）※回答はホームページに掲載 
プロポーザル参加申込書提出期限 令和５年８月７日（月）午後５時まで 
参加資格審査（一次審査） 

参加資格結果通知・提案書提出依頼・

プレゼンテーション実施案内 

令和５年８月９日（水） 

提案書提出期限 令和５年８月２８日（月）午後５時まで 
プレゼンテーション（二次審査） 令和５年９月１日（金） 
選定結果の通知・公表 令和５年９月８日（金） 

 1.6 担当窓口（問い合わせ先） 

    〒869-0464 熊本県宇土市恵塚町３３番地１ 

    宇土市教育委員会 学校給食センター  

    担当：平野 

    TEL：0964-22-0143、FAX：0964-22-0173 

    E-mail：kyuusyoku01@city.uto.lg.jp 

 

第 2 章 選定方法及び契約方法 

2.1 選定方法 

   本プロポーザルにおける受託業者の選定は、「宇土市学校給食センター調理及び配

送等給食業務公募型プロポーザル評価委員会」（以下、「評価委員会」という。）が行

う。 

(1) 評価委員会は、委員長１人及び委員３人以上で構成する。 

(2) 評価委員会の審査は、公募型プロポーザル方式で実施し、総合的に最も優れた内

容の事業者を受託候補者として決定する。審査基準等に関する詳細は、評価委員会

において定める。 

 2.2 審査及び評価対象 

   本業務によってもたらされるサービス等について一定の質を確保するため、評価点

には最低の基準点（以下、「最低評価点」という。）を設定するものとする。 
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   審査は審査表による採点方式とし、下記の評価項目で最低評価点以上を獲得した事

業者の中で最も高い評価総合点を獲得した事業者を受託事業者として選定する。 

   なお、応募が一社であっても採点を行うこととし、この場合は、最低評価点以上の

点数を獲得すれば受託候補者として選定するものとする。 

〈審査方法〉 

① 一次審査（書類による評価委員会審査） 

② 二次審査（提案書及びプレゼンテーションによる評価委員会審査） 

2.3 配点 

    配点については、以下に記載した配点とする。 

 （審査項目、評価項目及び配点） 

審査項目 評価項目 配点 

価格 評価点＝（最低見積書/見積書）×配点（40 点） 40 点 

提案書及びプレゼンテ

ーション 

１ 学校給食に対する基本的な位置づけについて 

２ 業務実施体制（人的体制）について 

３ 調理員に対する研修について 

４ 支援体制について 

５ 衛生管理について 

６ アレルギー等の対応について 

７ 事故（食中毒・異物混入等）の危機管理につ

いて 

８ 給食センター等との連携及び食育の推進につ

いて 

９ 業務開始までの準備スケジュールについて 

10 労働安全、労働福祉、環境保護、福祉施策、

女性の活躍推進及び熊本県 SDGｓ登録制度に

ついて 

11 追加提案について 

12 事業実績について 

120 点 

合計 160 点 

 

 2.4 選定結果の通知 

(1) プロポーザルに参加した事業者には、「結果通知書」（様式第 6号及び様式第 7

号）を送付する。なお、選定結果に対する異議申し立ては受け付けない。 

    

第 3 章 提出書類等 

 3.1 募集要項の配布 
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   令和５年７月１０日（月）から令和５年８月９日（水）まで 

   1.6 担当窓口（問い合わせ先）で配布（午前９時から午後５時まで）する。 

 

3.2 質問書類について 

   (1) 提出書類 

   ① 質疑・回答書（別紙 1） 

   ② 添付書類（必要に応じて） 

   (2) 提出部数 各１部 

   (3) 提出期限 令和５年７月２５日（火）午後５時まで 

   (4) 提出先及び方法 

    提出は、1.6 担当窓口（問い合わせ先）までとし、方法はメールまたは持参とす

る。持参の場合は、土・日・祝日を除き、午前９時から午後５時までとし、メール

は、1.6 担当窓口（問い合わせ先）記載の E-mail に期限内必着とする。 

   (5) 回答方法 

     質問に対する回答は、令和５年７月３１日（月）までに宇土市ホームページへ掲

載する。 

 

3.3 参加申込書類について 

(1) 提出書類 

① 公募型プロポーザル参加申出書（様式第 1号） 

② 会社概要書（別紙 2） 

③ 業務経歴書（別紙 3） 

④ 商業・法人登記簿謄本（発行日から３か月以内のもの） 

⑤ 国税及び地方税等の滞納がない証明書（発行日から３か月以内のもの） 

   ⑥ 見積書（別紙 4） 

    「仕様書」に記載のある内容を実現するために必要な費用（消費税及び地方消費

税を含む）を以下の項目で記載すること。 

    ・人件費、保健衛生費、教育研修費、諸経費（配送車関連等）、その他 

   ※契約権限受任者印を押印し封入し、封筒には契約権限受任者印を割印すること。

また、封筒表面に、本業務名を記載すること。封筒は任意封筒とする。 

(2) 提出部数 各 1部（契約権限受任者印を押印する。） 

(3) 提出期限 令和５年８月７日（月）午後５時まで 

(4) 提出先及び方法 

         提出は 1.6 担当窓口（問い合わせ先）までとし、方法は持参又は郵送で原本を提

出する。持参の場合は、土・日・祝日を除き、午前 9時から午後 5時までとし、郵

送の場合は、簡易書留郵便で期限内必着とする。 
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      (5) 資格審査（一次審査） 

プロポーザルへの参加資格に係る審査については，評価委員会において，参加希

望者から提出のあった書類により審査し，その結果を「公募型プロポーザル参加資

格確認結果通知書」（様式第 2号）により令和５年８月９日（水）までに申込者に通

知するものとする。なお，参加資格を満たす参加者へは「プロポーザル参加要請

書」（様式第 3号）と併せて，提案書提出依頼及びプレゼンテーション実施案内を通

知する。 

  

3.4 提案書類について 

（1）提出書類 

① 公募型プロポーザル企画提案書（別紙 5） 

② 提案書（任意様式） 

※提案者の特定につながる文言及びマーク等は記載しないこと。 

（2）提出部数 

①～② 原本１部（表紙に契約権限受任者印を押印） 写し５部 

（3）提出期限 令和５年８月２８日（月）午後５時まで 

（4）提出先及び方法 

提出は、1.6 担当窓口（問い合わせ先）までとし、方法は持参又は郵送で原本及び

写しを提出し、併せてメール又は電子媒体にてデータを提出する。持参の場合は、

土・日・祝日を除き、午前９時から午後５時までとし、郵送の場合は、簡易書留郵

便で期限内必着とする。 

（5）注意事項 

① 提案書（任意様式）の記載要領 

  提案書の内容、構成については、プロポーザル実施要領（別紙）の P3 第 2 章 2.3

に記載の項目に沿うこと。 

 

   （その他注意事項） 

・ 公正かつ公平な方法で内容比較を行うため、提案書の目次に基づいた順序・項目ごとに 

章立てをして作成すること。 

・ 難解な技術用語の使用は極力避け、平易な文章とすること。 

・ 原則、日本工業規格Ａ4版の用紙を用いて両面印刷とすること。 

・ 図は、原則、文章の補助として用いること。 

・ ページ番号を付すこと。 

・ 総ページ数は、表紙及び目次を除く 20 ページ以内とすること。なお、中表紙を 

使用する場合は、中表紙は総ページ数には含めない。 
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3.5 その他の書類について 

提案を辞退する場合は、速やかに辞退届（別紙 6）を、1.6 担当窓口（問い合わせ

先）まで、提出すること。 

 

第 4 章 プレゼンテーション 

4.1 プレゼンテーション 

事業者には、「プレゼンテーション」の実施についての案内を通知する。事業者１社

につき、概ね 40 分を割り当てるので、以下の内容にて実施すること。 

（1）実施予定日 令和５年９月１日（金） 

（2）時間及び場所 事業者に別途通知する（場所は宇土市学校給食センター） 

（3）時間配分 

① 提案書説明（以下、「プレゼンテーション等」という。）は 20 分とする。 

※プレゼンテーション等は、事業者の構成員３人以内とし、本業務に携わる担当 

者が行うこととする。ただし、必要に応じて、そのセクションに精通している者

が行っても構わないものとする。 

② 質疑応答は 20 分とする。 

（4）留意事項 

① プレゼンテーション等で事業者が説明する内容は、提案書にて提示した内容であ

ること。 

② パソコン用プロジェクター、スクリーンは市で準備する。パソコンについては、

事業者で準備すること。 

 

第 5 章 契約 

5.1 契約の締結 

受託候補者と発注者は、提案の内容と本市の意向について協議を行った上、合意（予

算の範囲内で適正な業務が行えると判断される場合）が得られた時点で契約を締結す

る。なお、発注者は、受託者として特定した者に対し結果通知書（様式第 4号）によ

り通知し、受託者として特定しなかった者に対し結果通知書（様式第 5号）により通

知するものとする。ただし、この交渉が不調に終わったときは、次の順位の事業者を

受託候補者とし同様の交渉を行うこととする。 

また、契約は以下の条件で行うものとする。 

（1）提案作業の過程で本市が得た情報等については、一切の権利が本市にあるものとす

る。 

（2）審査の結果、受託候補者として選定された場合であっても、提案に虚偽の記載又は

重大な瑕疵等があった場合や、「1.4 参加要件」に抵触するに至った場合は、選定を

取り消すことがある。また、契約後に仕様書に記載された内容が遵守されない場合に
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も、同様に決定を取り消すことがある。 

（3）随意契約を行うにあたっては、宇土市契約事務取扱規則等に基づくものとする。 

 

第 6 章 その他 

6.1 その他事項 

（1）提案に係る一切の経費は事業者の負担とする。 

（2）提出書類一式は返却しない。なお、選定作業に必要な範囲において複製することが

ある。また、宇土市情報公開条例に定めるところにより、公開されることがある。 

（3）提出書類の変更、差し替え又は再提出は認めない。ただし、本市が認めた場合はこ

の限りではない。 

（4）次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

① 本案件期間中に「1.4 参加要件」に抵触するに至った場合 

② 見積限度額を超える見積書を提出した場合 

③ 提出書類一式に虚偽の記載をした場合 

④ 本実施要項に規定した事項を遵守せずに提案を行った場合 

⑤ 記載すべき事項の全部、又は一部が記載されていない場合 

⑥ 一事業者で複数の提案をした場合 

⑦ 法令並びに宇土市個人情報保護条例等、宇土市の関係条例及び関係規則に抵触す

る内容を含んだ提案を行った場合 

⑧ 提案に関して談合等の不正行為があった場合 

⑨ プレゼンテーション等に欠席した場合 

⑩ 選定の公平性を害する行為があった場合 

（5）提案書に記載された内容は、特に明記がない場合は受託後に追加費用を伴わず実 

施する意向があるものとする。 

（6）期限後あるいは審査経過に関する質問等は一切受け付けない。 

（7）本プロポーザル期間中に、宇土市が要請する来庁（提出書類等の提出、プレゼンテ 

ーション等）を除き、宇土市職員に対する本プロポーザルに係る接触は、一切禁止す 

る。 

 

6.2 遵守事項 

(1) 本市から得た資料・情報等を、他に流用・提供等することを固く禁ずる。 

(2) 提案を辞退した事業者、又は審査の結果、本市との契約に至らなかった事業者は、

本市から得た資料等を速やかに確実な方法で処分すること。 

(3) 受託業者は、関係法令を遵守すること。 

(4) 受託業者が行う業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはできな 

いこととする。ただし、業務を効率的に行う上で必要と思われる業務については、
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市と協議のうえ、業務の一部を委託することができる。 

(5) 受託業者が業務を行うにあたって個人情報を取り扱う場合には、その取扱いに十 

  分に留意し、漏えい、滅失及び毀損の防止等個人情報の保護に努めること。 

 


